
条例規則第139号様式

通信日付印 確認印

月 30 日平成　XX 年 4

東京　太郎

あて

◎ 公益財団法人、公益社団法人及び特例民法法人の場合は、最近の会計報告書および事業内容に関する資料を添付して下さい。
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都民税(均等割）免除申請書

こ の こ と に つ い て 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。
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収益事業を行わない特定非営利活動法人であるため

年 度平 成 XX 70,000税 額
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主たる事務所の所在する市区
町村を所管する都税事務所長
又は支庁長あてにします。

免除申請書を提出する
年度を書いてください。 免除を受けようとする

税額を書いてください。 主に行っている
事業の内容を
簡潔に記載してく
ださい。

東京都都税条例117 条の２（第206 条）に該当する免除対象法人であることを記載します。

以下の法人のうち、収益事業を行わないもの
○公益財団法人・公益社団法人
○都税条例施行規則第29条の4に定める法人
　 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
　管理組合法人及び団地管理組合法人
　マンション建替組合
　地方自治法第260条の２第７項に規定する認可地縁団体
　弁護士会及び日本弁護士連合会
　日本弁理士会
　税理士会及び日本税理士会連合会
　日本公認会計士協会
　土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
　行政書士会及び日本行政書士会連合会

※特例民法法人（財団法
人・社団法人）が免除を
受けようとする場合は、
具体的な事業内容を記載
してください。

免除申請を行う場合は、必ず
4月30日までに免除申請書を
提出してください。
※4月30日が土曜日又は休日に当たると
きは、休日の翌日が期限となります。

東京都都税条例第117条の２(第206条)に該当する免除対象法人

※この様式は、東京都都税条例第117条の２（第206条）
により均等割の免除を申請する場合に使用します。


